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Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性
が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の
観点から措置を講ずることが望ましい状態

構造物の機能に支障が生じておらず、措置の必要が
ない状態

Ⅲｂ
構造物の機能（主として道路橋としての構造安全性）に
支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状
態

Ⅲa

道路橋としての構造安全性への影響はないが、主要部
材の損傷を助長する可能性、又は次回点検までに道路
管理瑕疵が問われる可能性があり、早期に措置を構ず
べき状態

Ⅰ
（旧区分Ⅰa,Ⅰb）

Ⅱ

健全

予防保全段階

早期措置段階

　平成２６年７月に施行された「道路法施行規則の一部改正」により、道路管理者が管理するすべての

橋梁について５年に一度、近接目視で点検を行い、点検結果からその健全性を４段階で診断することが

義務付けられました。白鷹町では町が管理する１５０橋（令和６年３月現在）の橋梁について、平成２７年

度から点検を開始し、令和５年度までに２巡目の全橋点検を実施しておりますが、点検結果より橋梁の

健全性についてお知らせいたします。これらの点検診断結果を基に、橋梁個別施設計画を作成し、計画

的な補修を実施していきます。点検が行われる度に橋梁個別施設計画は見直していきます。

白鷹町が管理する橋梁の個別施設計画について

判　　定　　区　　分

診　断　結　果　の　判　定　区　分 状　　態


















